
令
和
四
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号

情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三

十
九
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
指
定
納
付
受
託
者
等
の
要
件
）

第
一
条
　
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
指
定
納
付
受
託
者
と
し
て
納
付
事
務
を
行
う
こ
と
が
歳
入
等
の
徴
収
の
確
保
及
び
歳
入
等
を
納
付
し
よ
う
と

す
る
者
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二
　
納
付
事
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を
有
す
る
も
の
と
し
て
主

務
省
令
で
定
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

２
　
法
第
八
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
て
行
う
納
付
事
務
を
適
切
か
つ

確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を
有
す
る
者
と
す
る
。

（
権
限
又
は
事
務
の
委
任
の
手
続
）

第
二
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
権
限
又
は
事
務
を
委
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
任

を
受
け
る
機
関
、
委
任
す
る
権
限
又
は
事
務
及
び
委
任
の
効
力
の
発
生
す
る
日
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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